
（様式２）

所管課名 水大気環境課 整理番号 6-3

処分の種類

根拠法令条例
等・条項

処分の概要

処分基準
（未設定の場合
はその理由）

基準の制定根拠 -

未設定（法令等の規定において言い尽くされているため）
【参考】
・土壌汚染対策法
第４条第３項　都道府県知事は、第１項の規定による土地の形質の変更の届出を受け
た場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるもの
として環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところによ
り、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者
等に対し、指定調査機関に前条第１項の環境省令で定める方法により調査させて、そ
の結果を報告すべきことを命ずることができる。ただし、前項の規定により当該土地の
土壌汚染状況調査の結果の提出があった場合は、この限りでない。

・土壌汚染対策法施行規則
第26条 法第４条第３項の環境省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する
こととする。
一　土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に
適合しないことが明らかである土地であること。
二　特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が埋められ、飛散し、流
出し、又は地下に浸透した土地であること。
三　特定有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する施設に係る工場
又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地であること。
四　特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体をその施設において貯
蔵し、又は保管する施設に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった
土地であること。
五　前三号に掲げる土地と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶
出量基準又は土壌含有量基準に適合しないおそれがある土地であること。

行政手続法・行政手続条例適用の不利益処分に係る処分基準

一定規模以上の形質変更にかかる土地への土壌汚染状況調査命令

土壌汚染対策法第４条第３項

　法第４条第１項に規定する届出がされた土地において、土壌汚染のおそれのある場合
には、土地所有者等に土壌汚染状況調査を命ずることができる。


